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豊前大熊駅

松山駅
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糸田町住民センター糸田町住民センター

糸田町町民会館糸田町町民会館

糸田町隣保館糸田町隣保館

糸田町立西保育所糸田町立西保育所

道の駅いとだ道の駅いとだ
震度分布

震度6強

震度6弱

震度5強

凡 例

指定避難所/指定緊急避難場所

市町村境界
1:24,000

0 250 500m

※この図は、福岡県地震に関する防災アセ
スメント調査報告書（平成24年3月発行）
に基づいて作成したものです。
※想定地震モデルは北九州市八幡西区か
ら福智町付近にかけての福知山断層と
し、震源断層の長さ20km、震源断層の
幅 10km（上端の深さ 2km、下端の深
さ 12km）、地震の規模マグニチュード
7.0 を想定しています。
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糸田 太郎

●車中泊避難は、プライバシーの確保、エアコンの
完備、ラジオからの情報入手などの利点もありま
すが、健康を損ねるなどの危険性もあります。エ
コノミークラス症候群による関連死、排気ガスに
よる一酸化炭素中毒に注意しましょう。

●地域のどこが指定避難所となっているのかを確
認しておきましょう。

●災害時の被災状況等によっては、最寄りの指定
避難所が開設できない場合があります。町の

　ホームページ等で確認しておきましょう。
●地域の防災訓練などに参加し、普段から助け合
える関係をつくっておきましょう。　　　　　

●所持品は、1か所にまとめて、緊急時
にはすぐに持ち出せるようにしましょ
う。
●避難者同士がトラブルにならないた
めにも、所持品に名前を書いておき
ましょう。
●起床や就寝の時間、トイレの使い方、
喫煙場所、ペット同伴の可否など避
難所のルールを守りましょう。　　

●避難者もできる範囲で、受け付け
や清掃、炊き出し、物資の配布な
ど役割分担をしましょう。
●助け合いながら避難所運営
　に参加しましょう。

●障がいのある人や高齢者、妊産婦の方には、
手助けをしましょう。

●車いすが通行できるよう、バリアフリー化をし
ましょう。
●おむつ交換や補装具交換が必要なときは、間
仕切りやカーテンを設けるなどの配慮をしま
しょう。
●ちょっとした工夫と配慮で、みんなが生活しや
すい環境をめざしましょう。

●ゴミは所定の場所へ。
●トイレや浴室などの衛生を保ちましょう。発災
後にトイレが使用できない場合に備えて簡易
トイレなども備蓄しておくと便利です。
●掃除などは定期的に行い、清潔な状態を保ち
ましょう。

避難所では、限られた空間の中でたくさんの方々が生活します。
ルールを守り、住民が主体的に避難所運営に関わり、良好な環境を保ちましょう。

車中泊避難の注意点

避難所の所在の確認

避難所生活

避難所での過ごし方避難所での過ごし方
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住宅型有料老人ホ－ム
ふじの花

金田海洋センタ－

デイサ－ビスセンタ－すばる

つくしの里福祉会

向上社アドバンスセンタ－

田川地区シルバ－人材センタ－

真養会老人ホ－ム
シントラスト夢美苑東田川福祉会

第二田川学園

まごころ

まごころ

松原保育園

ヘルパ－ステ－ションなのはな

和田歴史館

福寿会ジュエル方信園

デイサ－ビスセンタ－
おおぞら

猪位金福祉会暖家の丘

ゆめデイサ－ビスセンタ－

北九州CC

筑豊緑地野球場

田川糒局

糸田局

大藪局

上金田駅

糒駅

田川市立病院駅

糸田駅

大藪駅

豊前大熊駅

松山駅

烏尾集会所

田川市灰土集会所

若咲集会所

平岡公民館

松原地区第三集会所

向陽台公民館

糒西公民館

糒東公民館

東古門公民館

岩下集会所

大藪団地第一集会所

新生町公民館

谷川集会所

鼠ヶ池地区集会所

原集会所（公園）
原集会所

原教育集会所

大熊公民館

神田町集会所

北区教育集会所

三谷地区集会所 北区二公民館

戸石団地集会所

真岡団地集会所

旭ヶ丘集会所

戸石集会所　

宮山集会所

新町団地集会所

金村団地集会所

真岡生活館

梅木集会所

上糸田公民館

中糸田公民館

下糸田公民館

打越公民館
打越集会所

桃山集会所

山ノ神集会所

自由ヶ丘公民館

町営宮床団地集会所

貴船公民館

宮床公民館

宮川一公民館

宮川二公民館

南糸田公民館

大熊集会所

堀川団地集会所

中糸田二集会所

大薮小

田川科学技術高

田川地区消防本部

田川警察署
糒駐在所

田川警察署糸田交番

糸田町住民センター糸田町住民センター

糸田町立糸田小学校糸田町立糸田小学校

糸田町立糸田中学校糸田町立糸田中学校

道の駅いとだ道の駅いとだ

糸田町町民会館糸田町町民会館

糸田アリーナ糸田アリーナ

糸田町立東保育所糸田町立東保育所

糸田町東部避難所糸田町東部避難所

糸田町隣保館糸田町隣保館

糸田町立西保育所糸田町立西保育所

糸田町社会福祉センタ－糸田町社会福祉センタ－

糸田町保健センタ－糸田町保健センタ－

糸田町放課後児童クラブ糸田町放課後児童クラブ

糸田町学校給食センター糸田町学校給食センター

糸田町役場糸田町役場

糸田町図書館糸田町図書館堂ヶ籠橋
（泌川）

1:7,500
0 100 200 300 400 500m

最新の開設情報等はこちらから確認できます。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命
又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域。
地図上の土砂災害に関する黄色いゾーン。

土砂災害警戒区域（イエローゾーン） とは

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建物に損壊が生じ
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがあると
認められる区域。地図上の土砂災害に関する赤いゾーン。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン） とは

浸水した場合に想定される水深 （ランク別） 土砂災害の恐れがある区域

土砂災害警戒区域・急傾斜地の崩壊

土砂災害特別警戒区域・急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域・土石流

土砂災害特別警戒区域・土石流

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）
（早期避難が必要な地域）

洪水時家屋倒壊危険ゾーン（河岸侵食によるもの）

増水時に注意が必要な水路及び河川

河道区間 市町村境界

指定避難所/指定緊急避難場所

土砂災害警戒区域等の最新状況は、
福岡県砂防課ホームページで確認できます。
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/

凡例

ライブカメラ 水位観測所

AED

浸水範囲と浸水の深さ

●この図は、遠賀川水系彦山川他※1（国土交通省管理区間）の洪水予報区間、水位周
知区間および県管理河川※2 について、水防法の規定により指定された想定し得る最
大規模の降雨（想定最大規模降雨）による浸水が想定される区域とした場合に想定さ
れる水深を表示した図面です。

●この洪水浸水想定区域図は、指定時点の遠賀川水系彦山川他※1 及び県管理河川※2
の河道の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により、県管理
河川※2が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

●なお、シミュレーションの実施にあたっては、遠賀川水系彦山川他※1 及び県管理河川
※2 以外の河川の氾濫、遠賀川水系彦山川他※1 以外の河川堤防の決壊による氾濫、
シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水によ
る氾濫等を考慮していませんので、浸水が想定される範囲以外においても浸水が発生
する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

●本図面は、それぞれの河川の浸水想定区域図における浸水区域・最大浸水深を重ね合
わせたものです。本図面の範囲で発生し得るリスクを示したものであり、同時に発生す
ることを示したものではありません。

5.0～10.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

10.0～20.0m未満の区域

20.0m以上の区域

浸水のイメージ 浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

●このハザードマップは大雨時に危険な場所（浸水の予想される区域）、危険の程
度（想定される浸水深）、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、避難場
所などの災害対応のための情報を掲載しています。

●住んでいるところがどのような災害が起こりやすいか、避難場所はどこか、確認
しておきましょう。

●このハザードマップは耐水性、耐久性の高い紙で作成していますので、避難する
際はこのハザードマップも携帯しましょう。

災害から命を守りましょう

指定避難所 /指定緊急避難場所
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糸田町住民センター

糸田町町民会館

糸田アリーナ

糸田町東部避難所

糸田町立糸田小学校

糸田町立糸田中学校

糸田町立西保育所

糸田町立東保育所

道の駅いとだ

糸田町隣保館

糸田町1975-1

糸田町2023-1

糸田町3778-1

糸田町4045-3

糸田町3256

糸田町3349

糸田町1059

糸田町3738

糸田町162-4

糸田町1697-1

住所

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

糸田町立糸田小学校・糸田町学校給食センター

糸田町立糸田中学校

糸田町社会福祉センター

糸田町町民会館・糸田町図書館

糸田アリーナ

糸田町保健センター

糸田町隣保館

糸田町放課後児童クラブ（2025年3月末完成予定）

糸田町東部避難所

糸田町立東保育所

糸田町立西保育所

道の駅いとだ

糸田町役場

糸田町3256

糸田町3349

糸田町1971-1

糸田町2023-1

糸田町3778-1

糸田町1971-1

糸田町1697-1

糸田町3235

糸田町4045-3

糸田町3738

糸田町1059

糸田町162-4

糸田町1975-1

施設名 住所

指定緊急避難場所の対応する災害種別

洪水 土石流
崖崩れ・
地滑り 地震

大規模
な火災 内水氾濫

AED 設置場所

※1 2階以上使用可能等の条件が付される場合があります。
※2 状況により開設の判断をします。（浸水想定区域に存在するため）

WEB版ハザードマップが閲覧可能です。

要配慮者利用施設はホームページで随時更新しています。

避難所名

最新の設置情報はこちらから確認できます。

※���遠賀川水系遠賀川、彦山川、中元寺川、金辺川
※���遠賀川水系福智川、岩屋川、弁城川、伊方川、金辺川、呉川、御祓川、泌川

0.5～3.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

10.0～20.0m未満の区域

5.0～10.0m未満の区域

0.5m未満の区域

20.0m以上の区域

令和7年2月発行令和7年2月発行

ハザードマップ
糸 田 町
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5.0～10.0m未満の区域

3.0～5.0m未満の区域

0.5m未満の区域

0.5～3.0m未満の区域

10.0～20.0m未満の区域
20.0m以上の区域

確認したいポイント

土砂災害警戒区域
土石流

土砂災害特別警戒区域
土石流

土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊

土砂災害特別警戒区域
急傾斜地の崩壊

公園

自宅

避難所

公園

自宅

避難所

浸水想定区域とは 家屋倒壊等氾濫想定区域とは

福岡県が指定した、土砂災害警戒区域・特別警戒区域を示して
います。

洪水で堤防が破堤（決壊）すること
で、河川から流れ込む水の力によ
り家屋が流出・倒壊するおそれの
ある区域です。

洪水時の河川の激しい流れにより河岸が侵食され、土地
が流出し、家屋が流出・倒壊するおそれのある区域です。

河川が氾濫した場合、その氾濫水により浸水すること
が想定される区域です。
「浸水する範囲（浸水域）」と「浸水の深さ（浸水深）」を示
しています。

家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい
氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域です。
早めの立退き避難が必要です。

●自宅などのある場所が洪水浸水想定区
域や土砂災害警戒区域などに指定され
ていないかなど

●避難所や避難場所の位置
●自宅から避難所や避難場所へ向か
う経路

※災害時に危険と思われる箇所（河川より低い道路、防護柵のない水路など）を自分の目で見て確認しておくことも　
大事です。

洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に想定される水
深と、家屋倒壊等氾濫想定区域を示したものです。

土砂災害とは、急傾斜地の崩壊や土石流、地すべりを原因とし
て生じる被害のことです。また、土砂災害には被害を防止・軽
減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う土砂災
害警戒区域と、特定の開発行為を許可制とするなどの制限な
どを行う土砂災害特別警戒区域に分けられます。

ハザードマップは、気象や地震などにより、どの場所がどれくらい被災するか、どのような被害が発生する
かということを想定し見える化したものです。

河岸侵食想定区域とは

想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域について

土砂災害警戒区域について

氾濫流想定区域とは

ハザードマップの見方ハザードマップの見方
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テレビ・ラジオ
dボタン

県防災アプリ・まもるくん 防災行政無線町ホームページ・
気象庁ホームページ

公式LINE

防災情報

糸田町

「特別警報が発表されない」は
「災害が発生しない」ではありません。
特別警報が発表されないからといって
安心することは禁物です。

注意報や警報、その他の気象情報を収集し、早めの
行動をとることが大切です。普段から避難場所や避
難経路を確認しておきましょう。

※気象庁HPより一部を抜粋して掲載

特別警報は、気象台や自治体、報道機関を通じて伝えられます。テレビやインターネット、自治体から
発信される情報の収集に努めてください。

●尋常でない大雨や津波などが予想されています。
●重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
●ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

福岡管区気象台 国土交通省

糸田町役場（糸田町災害対策本部）
高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保

福岡県
気象予報・土砂災害警戒情報

報道（テレビ・ラジオ） 消防団 自主防災組織緊急速報メール・町ホームページ・SNS・防災行政無線など

町民のみなさん

雨量情報 水位情報・土砂災害警戒情報

町では、災害発生のおそれのあるときや、災害の発生が確実なときには災害対策本部等を設置し、災害
発生の危険が高まり、避難が必要となる場合には、避難情報を発令します。内容と周囲の状況に注意し
て行動しましょう。

特別警報は、大規模な災害の発生が切迫していることをお知らせする警報です。
普段からの備えと、早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。

特別警報が発表されたら

●糸田町防災情報メールの登録方法（防災無線の内容がメールで受信できます）
　t-itoda@sg-p.jpに空メールを送信し、返信されてきたメール内URLにアクセス
　ページ内指示に従い情報登録（登録無料、通信料は使用者の負担です）。
●防災無線電話・FAXサービス
　防災無線が放送された際に同一の内容を電話（機械音声）かFAX（文書）でお知らせします。
　登録希望の人は電話またはFAXで申込みください。
　▶登録申込み：糸田町役場防災管財課　
　　電話0947-26-1232　FAX0947-26-1651（平日 午前8時30分～午後5時）※祝日を除く
●防災無線聞き直し電話番号（防災無線の内容を電話で聞き直せます）
　▶0800-200-2284（通話料無料）　　▶0947-26-1261（通話料有料）

命を守るために情報の収集に努めてください

判断のための情報入手手段を確保しよう！

情報伝達の経路
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気
　象

注意報
警報
特別警報
土砂災害警戒情報
雨量レーダー情報
キキクル　など

土砂災害関連情報
土砂災害危険度情報
土砂災害警戒区域　など

水
　害

雨量情報
河川水位情報
ダム情報
河川監視カメラ映像
洪水浸水想定区域　など

土
砂
災
害

避難指示等の発令基準
避難計画の活用　など

避
　難

停電情報

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

気象情報について

【お問い合わせ先】 福岡管区気象台　TEL：092-725-3600
https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/index.html

福岡県総合防災ホームページ

【お問い合わせ先】 福岡県総務部防災危機管理局　 TEL：092-643-3112 
https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/

糸田町ホームページ

【お問い合わせ先】 糸田町防災管財課　 TEL：0947-26-1232
https://www.town.itoda.lg.jp/

糸田町公式LINE

【お問い合わせ先】 糸田町地域振興課 TEL:0947-26-4025
https://line.me/R/ti/p/@709qcvwd

防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」

【お問い合わせ先】 
福岡県総務部防災危機管理局防災企画課 TEL:092-643-3112

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/lp/app_mamorukun/

洪水キキクル【洪水警報の危険度分布】
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood/
lat:33.659817/lon:130.774040/zoom:14/colordepth:normal

土砂キキクル【大雨警報（土砂災害）の危険度分布】
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:14/
colordepth:normal/elements:land/lat:33. 659817/lon: 130.774040

浸水キキクル【大雨警報（浸水害）の危険度分布】
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#lat:33. 659817/
lon: 130.774040/zoom:14/colordepth:normal/elements:inund

【お問い合わせ先】
 九州地方整備局水災害予報センター TEL：092-707-0110
 遠賀川河川事務所          TEL：0949-22-1830

https://www.river.go.jp/index/twninfo/
pc?type=fldfr&prefCd=4001&twnCd=4001604

国土交通省が管理する河川に関して

【お問い合わせ先】 県土整備部河川管理課　TEL：092-643-3690
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sinsui-soutei.html
福岡県が管理する河川に関して

土砂災害情報について

【お問い合わせ先】 県土整備部砂防課　TEL：092-643-3678
https://sogo-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sabo/

九州電力送配電（株）ホームページ

【お問い合わせ先】
https://www.kyuden.co.jp/td_functions_office_index.html

停電情報自動応答サービス TEL:0120-426-305
（通話料無料）

水害・土砂災害に関する防災情報のお問い合わせ先

防災情報の収集防災情報の収集
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周辺の避難所や避難経路を確認して
おきましょう。

自宅周辺に浸水想定区域や
土砂災害警戒区域などがある人

自宅での安全確保の備えや、周辺の避難
所や避難経路を確認しておきましょう。

自宅周辺に浸水想定区域や
土砂災害警戒区域などがない人

ハザードマップを確認しましょう。

警戒レベル5はすでに災害が発生・切迫している状況です。また、必ず発令されるものではありません。
警戒レベル3高齢者等避難や警戒レベル4避難指示で、
地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。

町の対応
（避難情報）住民がとるべき行動等状況

災害発生
又は切迫

住民がとるべき行動等
（警戒レベル）

河川水位や雨の情報
（警戒レベル相当情報）

緊急安全確保
（※町が発令） 氾濫発生情報

大雨特別警報
（土砂災害）
(浸水害）

災害の
おそれ高い

危険な場所から全員避難
• 警戒レベル４避難指示は、立退き避難に必要な
時間や日没時間等を考慮して発令される情報で、
このタイミングで危険な場所から避難する必要
があります。

危険な場所から高齢者等は避難
•「高齢者等」は障がいのある人や避難を支援する
者も含んでいます。
•さらに、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の
行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
自主的に避難するタイミングです。

命の危険　直ちに安全確保！
• 警戒レベル５は、すでに安全な避難ができず命が危
険な状況です。
•警戒レベル５緊急安全確保の発令を待ってはいけま
せん !

※ただし、警戒レベル５は、市区町村が災害の発生・
切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される
情報であり、必ず発令される情報ではありません。

避難指示
（町が発令） 氾濫危険情報 土砂災害

警戒情報

災害の
おそれあり

高齢者等避難
（町が発令）

氾濫警戒情報
洪水警報

大雨警報
（土砂災害）
（浸水害）

気象状況悪化 自らの避難行動を確認 防災体制 氾濫注意情報

今後の情報に
留意 災害への心構えを高める 情報収集

警戒
レベル 洪水の情報（河川）

気象庁等が発表する情報
土砂･浸水の情報（雨）

5

4

3

22
1

5
相当

4
相当

3
相当

2
相当
2
相当

＜ 警戒レベル４までに必ず避難 ! ＞

避難情報の発令は、町全域のほか小学校区など区域（範囲）を絞って行うこともあります。

これらは、住民が自主的に避難行動を
とるために参考とする情報です。

大雨注意報
洪水注意報

(警報に切り替わる
可能性が高い）

※市区町村長は、河川や雨の情報（警戒レベル相当情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合的に避難情報の発令判断をする
ことから、避難情報と警戒レベル相当情報の出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。

避難場所の確認

避難のタイミング

災害が迫ったとき、置かれた状況は一人一人違います。
それぞれが自ら判断し、「自分の命は自分で守る」という意識を持って行動しましょう。

避難情報

￥！

【登録の手順】
伝言を登録したい
電話番号を入力し
て、「登録」を クリッ
クしてください。
名前とメッセージを
入力する画面が表
示されますので、安
否状況等を入力し
てください。

【確認の手順】
伝言を確認したい
電話番号を入力し
て、「確認」を クリッ
クしてください。
名前とメッセージが
入力された画面が
表示されますので、
安否状況等を確認
してください。

1 7 1

－ －0
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災害用伝言版

確認登録

伝言録音時間：1伝言あたり30秒以内
伝言保存期間：提供終了まで
伝言蓄積数：電話番号あたり1～20伝言（提供時にお知らせいたします）
※伝言蓄積数や保存期間等は災害の状況により異なります。最新の情報は下記ホームページ等でご確認ください。

https://www.ntt-west.co.jp/corporate/disa.html

詳しくは、https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

加入電話、ISDN※、公衆電話、ひかり電話※、災害時特設公衆
電話からご利用できます。
携帯電話やPHSからもご利用いただけますが、詳しくは各通信
事業者へお問い合わせください。
※ダイヤル式電話機をお使いの場合、ご利用になれません。

伝言蓄積等のセンター利用料は無料です。NTT西日本の電
話から伝言の録音・再生をする場合の通話料は無料です。
他通信事業者の電話から発信する場合の通話料について
は各通信事業者にお問い合わせください。

●毎月1日及び15日（0:00～24:00）
●正月三が日（1月1日0:00～1月3日24:00）
●防災週間（8月30日9:00～9月5日17:00）
●防災とボランティア週間（1月15日9:00～1月21日17:00）

災害伝言板
Web171

音声ガイダンスに
よるご案内

音声ガイダンスに
よるご案内

音声ガイダンスに
よるご案内

にダイヤル

ガイダンスに従い、録音（再生）

被災地の方はご自宅の電話番号を、
被災地以外の方は被災地の方の電話番号を
市外局番からダイヤルしてください。
携帯電話等の電話番号でも登録可能です。
市外局番 市内局番 お客様番号

再生は録音は

にアクセス

伝言を伝言を

名　前

火事・救急の通報は……消防119　　事件・事故の通報は……警察110

緊急連絡先（会社・学校） 住　所 生年月日 血液型

（令和7年2月現在）
糸田町役場 防災管財課
田川広域水道企業団
田川地区消防本部
田川警察署

0947-26-1232
0947-23-2147
0947-44-0650
0947-42-0110

災害用伝言ダイヤル（171）（Web171） 揺れやすさマップ

ご利用できる電話 ご利用料金

体験利用日

災害用伝言ダイヤル（171）ご利用の注意

ご利用方法 ご利用方法

災害時の連絡先・避難場所などを書き込みましょう！
災害発生時は、被災地への通信が増加し、家族や知人との連絡がつながりにくい状況になります。
電話会社各社では、大規模な災害が発生した際の連絡方法として「災害用伝言サービス」などを
提供しています。
いざという時のために、事前に利用方法を確認しておきましょう。

検索

電話会社各社が提供する「災害用伝言サービス」について

災害用伝言ダイヤル（171） 災害用伝言板（web171）

いざという時の連絡先

メモ


